
監査結果に関する措置状況報告書

報　告　番　号：報告監６の第17号

監 査 の 対 象：令和５年度監査委員監査　文書管理に関する事務

所　管　所　属：総務局

通　　知　　日：令和６年７月９日

指摘№ 指摘等の概要 措置内容又は措置方針等 措置分類
措置日

（予定日）

（令和７年３月末）１

１　文書管理システム及び財務会計システムで管理されている公文書につい
て是正及び改善を求めたもの

（１）複数年契約に関する文書の管理、保存について
・環境局、浪速区役所及び東淀川区役所において、文書管理システムに登録
されている簿冊について、最終編集年度の変更の入力ができていなかった。
・環境局及び浪速区役所において、財務会計システムで登録された簿冊につ
いて、備考欄に最終編集年度、廃棄年度の入力ができていなかった。

　さらに、環境局、浪速区役所及び東淀川区役所において、次の事実もあっ
た。
＜環境局＞
・最初編集年度、最終編集年度とも平成29年度の「工事以外の契約締結決議
及び契約書」について、最終編集年度を変更する必要がある場合の処理が行
われておらず廃棄されていた。複数年契約に係る長期継続契約書等について
は、総務局等の定める処理自体を失念する可能性があり、紛失や誤廃棄を防
止するため、契約期間満了日の属する年度を最終編集年度とし、保存期間を
記載した別の簿冊に必要な文書を編集し、管理を行っているとのことであっ
たが、当該簿冊は、システム上に登録されていなかった。
・保存期間５年の「工事以外の契約締結決議及び契約書」の簿冊に編集すべ
きところ、保存期間３年の「庶務関係書類」の簿冊に編集していた。
＜浪速区役所＞
・保存期間５年の「工事以外の請負契約決議書及び契約書」の簿冊を登録し
ていたが、当該簿冊に契約書は編集されていなかった。
・最初編集年度、最終編集年度とも平成29年度の「工事以外の契約締結決議
及び契約書」について、最終編集年度を変更する必要がある場合の処理が行
われておらず廃棄されていた。なお、複数年契約に係る長期継続契約書等に
ついては、契約期間満了日の属する年度を最終編集年度として保存期間を記
載した別の簿冊に必要な文書を編集し、担当者が管理を行っているとのこと
であったが、当該簿冊はシステム上に登録されていなかった。
＜東淀川区役所＞
・契約期間が令和４年11月１日から令和16年３月31日までの契約期間である
「西淀川区役所外２施設ＥＳＣＯ事業（東淀川区役所）」を副題とした契約
書を編集すべき簿冊には、令和20年度末が保存期間満了であるところ、「Ｒ
15までは保存」と記載されていた。

（２）簿冊の管理について
・令和４年度に財務会計システムにおいて作成した文書の一部について、シ
ステム上での保管等の処理がされていなかった。そのため、未保管文書とな
り、大阪市ホームページ上の公文書検索システムで公開している文書目録に
登録されず、未公表となっていた。【総務局、環境局、浪速区役所、東淀川
区役所】

【１】【３】
・令和６年４月25日に局内課長会において、総括文書管理責任者（総務局
長）から各文書管理責任者に対して、指摘された不備及びその再発防止策等
について指導を行った。また、同日、総括文書管理責任者名で各文書管理責
任者に対して、文書を発出し、適正な公文書管理に万全を期すよう指示し
た。

・令和６年４月15日、25日、５月29日及び６月14日に文書管理責任者から総
務課職員に対して、文書管理の目的・重要性を踏まえながら、監査委員監査
における指摘事項について周知するとともに、適切な事務処理が徹底される
よう指導を行った。

・文書の保管処理について、システム上の文書の保管状況を文書主任が定期
的に確認することとし、５月に１回目の確認を実施した。また、財務会計シ
ステムにおける「廃棄依頼」の処理について、確実に行われているかを文書
主任がシステムの画面で直接確認することとし、令和５年度末の廃棄手続に
おいて実施した。

・令和６年４月25日付け総務局総括文書管理責任者通知「監査委員監査にお
いて指摘された不備及び再発防止について」を踏まえ、今回指摘された不備
に関する部分について、各課で実践できているか、各文書管理責任者に対し
て報告を求めることにより、適切な文書管理が確実に実施されているか確認
する予定である。今後、各文書管理責任者に対して、上記の確認（自主点
検）を毎年実施すること及び実施状況の報告を求めることにし、これによ
り、適切な文書管理が確実に実施されているか確認する仕組みとする。

措置中
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指摘№ 指摘等の概要 措置内容又は措置方針等 措置分類
措置日

（予定日）

・財務会計システムに登録されている廃棄の意思決定を行った簿冊につい
て、実簿冊及び編集されている文書（紙媒体）は廃棄されていたが、システ
ム上の廃棄依頼処理がされていなかった。そのため、登録されている簿冊
データ及び文書（電子媒体）が削除（廃棄）されておらず、大阪市ホーム
ページ上の公文書検索システムで公開している簿冊目録に登録されたままと
なっていた。【総務局】
・編集簿冊を「歳出決議書類」と指定した決裁文書の添付書類（紙文書）を
「支出命令情報」に編集していた。【総務局】
・財務会計システムで登録した決裁文書の添付書類（紙文書）を文書管理シ
ステムで登録した別の簿冊に編集していた。【浪速区役所、東淀川区役所】
・文書管理システムで登録した決裁文書の添付書類（紙文書）を財務会計シ
ステムで登録した別の簿冊に編集していた。【浪速区役所】
・「支出命令情報」の簿冊に請求書を編集していた。【東淀川区役所、環境
局】
・翌年度の簿冊に編集していた。【総務局、環境局】
・未使用簿冊について、簿冊目録データを削除していなかった。【総務局、
環境局、東淀川区役所】
・別の簿冊に誤編集していたため、本来編集すべき簿冊を作成していなかっ
た。【浪速区役所】
・同じ簿冊を２冊作成していた。【浪速区役所】
・簿冊の表紙がなかった。【総務局】
・索引目次を作成していなかった。【総務局、環境局、浪速区役所、東淀川
区役所】

（３）過去に発生した文書管理に関する事故等の再発防止策について
・令和３年度に発生した歴史公文書を編集すべき簿冊及び歴史公文書の紛失
について、完結文書等を適切な簿冊に編集しなかったことが原因の１つであ
るとして、総務課から定期的に文書の編集状況を調査し、事業所内で文書が
適切に簿冊に編集されていることを確認することを再発防止策としていた。
しかし、令和４年度は、所属内へ注意喚起の通知は行っていたものの、当該
再発防止策について効率性の観点から効果的な継続実施が困難であるため、
各課の負担を考慮した確認方法を検討中であるとして、編集状況の調査等の
具体的な取組は行われていなかった。【環境局】

［指摘事項１］
１．総務局は、総括文書管理責任者主導の下、今回検出された不備に関する
規程やルール等について、文書管理の目的及び重要性とあわせて周知徹底す
る機会を設け、所属内で職員全員の文書管理に関する意識を向上させるこ
と。
３．総務局は、全ての業務において、同様の事態が生じる可能性があり得る
ことを前提に、所属全体で不適切な事態の未然防止策を実施できるよう、今
回検出された不備に関して、再発防止策を所属内で共有されたい。その際、
日々の文書管理の自主点検について、各文書管理責任者が自課の状況を把握
の上、紛失、誤廃棄等のリスクの高い事務及び簿冊の点検を重点的に行うよ
う課員に指導する等、確実に実施する仕組みもあわせて構築されたい。
５．文書管理制度を所管する総務局（行政課）は、上述の実態を踏まえ、総
括文書管理責任者を通じて、全所属に改めて注意喚起を行われたい。また、
複数年契約等の公文書が本来の保存期間、適正に保存・管理される効率的な
方策について、所属が抱える課題を把握し、財務会計システムを所管する会
計室や契約関係事務を所管する契約管財局等の関係所属と協力、調整の上実
施されたい。

（令和７年３月末）

【５】
・令和５年12月22日付け行政不服審査担当課長通知「廃棄簿冊目録の適正な
編集及び保存管理について（通知）」において、誤編集及び未編集によって
発生した公文書の紛失事故の概要と併せて適切かつ速やかな簿冊への編集に
ついて、所属内で周知徹底されるよう通知した。

・令和６年２月29日付け総務局行政部行政不服審査担当課長（以下「行政不
服審査担当課長」という。）及び会計室会計企画担当課長通知「保存期間が
満了する文書の廃棄について（通知）」において、今回の監査で各所属が指
摘されている誤編集、長期継続契約の保存期間延長漏れ及び廃棄依頼処理漏
れ等を確認できるよう「廃棄可否の精査の手順」及び「最終チェックリス
ト」を新たに作成し通知した。

・令和６年３月26日付けで簿冊の作成、保存期間の考え方、長期継続契約の
文書の保存、未使用簿冊の対処方法など、今回の監査で各所属が指摘されて
いる点について実務を図解した「公文書の適切な保存管理方法について」を
作成し、庁内ポータルに文書事務支援ツールとして掲載するとともに、同日
付けで職員向けメールマガジンにて配信し周知を行った。

・令和６年５月９日開催の各所属の総務担当課長を対象とした会議におい
て、今回の監査で各所属が指摘されてている概要も含め文書事務に関する不
適切な事案について周知し、注意喚起を行った。

・令和６年５月31日付け総務局長通知「適正な文書事務の徹底について（通
知）」において、過去の文書事務における不適切な事案や今回の監査で各所
属が指摘されている内容をもとに総括文書管理責任者あてに注意喚起すると
ともに、指導を促した。

・令和６年６月７日付け行政不服審査担当課長通知「文書管理適正化推進月
間の実施について（通知）」において、ぶんかん月間の取組等について通知
した。今年度のぶんかん月間では、監査で見受けられた不備に焦点を当て、
計理事務に関する簿冊の点検と複数年度にまたがる契約書の点検を実施する
こととした。確実な点検の実施をより一層徹底するため、点検対象の選定方
法や実施期間について見直しを行った。なお、ぶんかん月間において自主点
検を行うように促すとともに、ぶんかんチェックリストもより具体的な
チェックができる実用的なものを提供した。

・令和６年９月までに長期継続契約の公文書の保存に係る各所属の実情を把
握し、令和７年３月末までに関係所属と協力して適切な保存の方法について
検討し、所属に周知する。

措置中１
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指摘№ 指摘等の概要 措置内容又は措置方針等 措置分類
措置日

（予定日）

２　電子メールを含む電磁的記録公文書等の管理、整理について改善を求め
たもの
　
　今回の監査において、文書管理責任者に行った予備調査で、電磁的記録公
文書（文書管理システム及びその他業務システムで管理されている電磁的記
録公文書を除く。）の保存先について確認したところ、ユーザ作業用フォル
ダに保存しているとの回答は、提出数598に対し575であり、理由は図表－６
のとおりであった。

　また、組織共用フォルダを使用していないとの回答は、提出数598に対し
533であり、使用していない理由は図表－７のとおりであった。

　電子メールを含む電磁的記録である公文書の管理等の課題や問題点につい
ては、259の記述回答があり、その内容を分類したところ、主な理由は図表－
８のとおりであった。

２

・令和６年３月26日付けで電子メールの保存管理のフロー図、組織共用フォ
ルダでの具体的保存方法、ユーザ作業用フォルダの使用方法などについて実
務を図解した「公文書の適切な保存管理方法について」を作成し、庁内ポー
タルに文書事務支援ツールとして掲載するとともに、同日付けで職員向け
メールマガジンにて配信し周知を行った。

・令和６年６月７日付け行政不服審査担当課長通知「文書管理適正化推進月
間の実施について（通知）」において、ユーザ作業用フォルダの整理と電子
メールの取扱いについて周知を行った。

・組織共用フォルダの編集や削除作業については、これまで運用管理責任者
（各課長の中から文書管理責任者に充てられている職員）にのみその権限が
与えられていたところ、デジタル統括室と協力の上、令和６年７月から全課
長級及び部長級の職員に拡大することとした。また、編集や削除作業につい
ては、これまで専用のＩＤでログインし直していたところ、ログインをし直
さずに作業ができるように利便性の向上を図ることとした。今後、より実務
に即した改善の方法について、検討を行うとともに、具体的な保存管理の手
法を示すなどし所属に周知する。

措置中 （令和７年３月末）

 

  図表－７ 組織共用フォルダを使用していない理由（回答数 533） 

理由 回答数 

組織共用フォルダの目的、使用用途を知らなかったため 79 

組織共用フォルダの目的は知っているが、保存方法等の使い方を知らなかった 56 

組織共用フォルダの目的や保存方法等は知っているが、実務上、運用が困難で

あったため、他の保存方法を選択した 
359 

その他 39 

 

 

  図表－６ ユーザ作業用フォルダに保存している理由（回答数 575） 

理由 回答数 

ルールについて、認識がなかった 89 

ルールについて認識はあったが、実務上、他の手法が困難であった 401 

その他 85 

 

 

  図表－８ 課等が抱える課題や問題点の内容（回答数 259） 

内容 回答数 

≪ルール等の認識、整理の仕組みについて≫ 

・公文書該当性、保存期間等の判断基準やルールが抽象的で判断が困難、又は

職員に正確に理解されていない 

・課等のフォルダの整理を行う仕組みがない 

121 

≪システムや運用について≫ 

・組織共用フォルダには利用制限があり保存が容易に行えない 

・紙に印刷しての保存は電子化推進、紙削減に反するが、適切な保存先がない 

・文書管理システムへの保存は、ＰＤＦ形式に変換しなければならず、手間が

かかる上、今後の利用が困難である 

・課等のフォルダの容量不足  

62 

≪時間や量について≫ 

・決裁供覧を要しない事務連絡等、次年度への参考用として電子データが過去

から大量に保存しており、整理に膨大な時間がかかる 

・判断、整理を行うものの負担が増える 

52 

その他 24 
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指摘№ 指摘等の概要 措置内容又は措置方針等 措置分類
措置日

（予定日）

　予備調査において、公文書に該当する電子メールをOutlookに保存している
との回答は、提出数598に対し341であり、理由は図表－９のとおりであっ
た。

「ルールについて認識はあったが、実務上、他の手法が困難であった。」及
び「その他」と回答した理由の記述回答について、その内容を分類したとこ
ろ、主な理由は図表－10のとおりであった。

[指摘事項２]
　文書管理制度を所管する総務局（行政課）は、各所属が電磁的記録公文書
のルール等に沿った整理ができるように、公文書の事例や整理手法のモデル
ケースを示すなど、各所属で解釈に差異がでないよう具体的に周知された
い。その際、各所属において実現可能なものとなるよう、今回の監査で明ら
かになった各所属の工夫等も参考にし、デジタル統括室と連携の上、組織共
用フォルダの利用権限の拡充等、実効性のある支援策を示されたい。

２

  

  図表－９ Outlookに保存している理由（回答数 341） 

理由 回答数 

ルールについて、認識がなかった 63 

ルールについて認識はあったが、実務上、他の手法が困難であった 183 

その他 95 

 

図表－10「ルールについて認識はあったが、実務上、他の手法が困難であった」、「その他」 

の内容（回答数 278） 

内容 回答数 

≪ルール等の認識、整理の仕組みについて≫ 

・Outlook内を整理できていなかった、整理する仕組みがなかった 

・日々送受信するメールの公文書該当性の判断が困難 

121 

≪システムや運用について≫ 

・Outlookへの保存は、検索等の利便性に長け、効率的 

・保存先である組織共用フォルダの保存領域の容量が小さい 

・組織共用フォルダの利用制限により、保存が困難  

111 

≪時間や量について≫ 

・大量に受信するメールについて、適時適切に整理する時間がない  
33 

≪その他≫ 

・保存方法を検討している間、一時的に保存している  
13 
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